
長久手市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、市民の生命、身体及び財産を地震による災害から保護す

るため、ブロック塀等の撤去を実施する者に対し、予算の範囲内において補

助金を交付するものとし、その交付に関しては、長久手市補助金等交付規則

（昭和６０年長久手町規則第６号）に定めるもののほか、この要綱の定める

ところによる。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。

⑴ 道路等 道路、通学路、公園、広場、公共建築物の敷地等、通常の状態

において不特定多数の者が利用することができ、将来にわたって継続して

利用される土地をいう。

⑵ ブロック塀等 コンクリートブロック、レンガ、大谷石等の組積造の塀

（門柱を含む。）をいう。

⑶ 所有者等 ブロック塀等の所有者又は管理者をいう。

⑷ 一団の土地 同一の利用に供されている土地をいう。

⑸ ブロック塀等の面積 敷地地盤面からの高さに延長を乗じて得た数値を

いう。

（補助の対象）

第３条 補助の対象は、市内に存し道路等に面するブロック塀等を当該所有者

等が撤去する工事とする。ただし、次の各号に掲げるいずれかに該当するも

のを除く。

⑴ 国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体が行うもの

⑵ 対象となるブロック塀等が公共事業の補償対象となるもの

⑶ 販売を目的として整地や建物解体工事をする際にブロック塀等の撤去を

するもの

⑷ 一団の土地において、過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けたも

の



２ 補助金の交付を受けることができるブロック塀等は、次の各号に掲げるい

ずれかに該当するものとする。

⑴ 道路等からの高さが１メートル以上であるもの

⑵ 道路等と敷地地盤面の高さが異なる場合は、道路等からの高さが１メー

トル以上かつ敷地地盤面からブロック塀等の高さが２０センチメートル以

上であるもの

３ 一団の土地における道路等に面するブロック塀等は原則としてすべて撤去

するものとする。

４ 所有者等は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年

法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）

でないもの又は暴力団員と密接な関係を有しないものとする。

（補助金の額）

第４条 補助金の額は、ブロック塀等の撤去に要した経費の２分の１の額と、

撤去するブロック塀等の面積に１平方メートル当たり１５，０００円を乗じ

て得た額の２分の１の額のいずれか少ない額とし、２００，０００円を限度

とする。ただし、その額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切

り捨てるものとする。

（交付の申請及び決定）

第５条 補助金の交付を受けようとする所有者等（以下「申請者」という。）は、

ブロック塀等撤去に関する請負契約の締結前かつブロック塀等の撤去に着

手する前に、長久手市ブロック塀等撤去費補助金交付申請書（様式第１号）

に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出し、交付決定を受けなければな

らない。

⑴ 案内図及び平面図

⑵ 撤去工事の内容を表した図面等

⑶ 施工業者による撤去工事費の見積内訳書の写し

⑷ 工事着手前の写真

⑸ その他市長が必要と認める書類

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、適

当と認めたときは、補助金の交付を決定し、長久手市ブロック塀等撤去費補



助金交付決定通知書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。

３ 市長は、前項の決定をする場合において、補助の目的を達成するために必

要があると認めたときは、条件を付することができる。

（交付申請の内容の変更又は中止等）

第６条 申請者は、補助金の交付申請の内容を変更又は中止しようとするとき

は、あらかじめ長久手市ブロック塀等撤去費補助金変更・中止承認申請書（様

式第３号）に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならな

い。

⑴ 案内図

⑵ 変更箇所の図面等

⑶ 施工業者による変更後の撤去工事費の見積内訳書の写し

⑷ その他市長が必要と認める書類

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、適

当と認めたときは、長久手市ブロック塀等撤去費補助金変更・中止承認通知

書（様式第４号）により申請者に通知するものとする。

（完了実績報告書）

第７条 申請者は、ブロック塀等の撤去工事が完了したときは、当該工事の完

了の日から起算して３０日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日

の属する年度の２月末日のいずれか早い日までに長久手市ブロック塀等撤

去工事完了実績報告書（様式第５号。以下、「完了実績報告書」という。）に

次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

⑴ 工事請負契約書及び内訳明細書の写し

⑵ 撤去工事費の領収書の写し

⑶ 工事着手前及び工事完了後の写真

⑷ 産業廃棄物管理票（マニフェスト）Ａ票の写し又はこれに代わるもの

⑸ 長久手市ブロック塀等撤去費補助金誓約書（様式第６号）

⑹ その他市長が必要と認める書類

（補助金の額の確定）

第８条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査の上、

適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、長久手市ブロック塀



等撤去費補助金確定通知書（様式第７号）により、申請者に通知するものと

する。

（補助金の請求及び交付）

第９条 申請者は、前条の通知を受けたときは、速やかに長久手市ブロック塀

等撤去費補助金支払請求書（様式第８号）を市長に提出するものとする。

２ 市長は、前項の規定による請求書に基づき、申請者に補助金を支払うもの

とする。

（交付決定の取消し及び補助金の返還）

第１０条 市長は、申請者が次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、補

助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の

全部若しくは一部を返還させることができる。

⑴ 虚偽の申請その他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。

⑵ 補助金交付決定通知に付した条件、法令又はこの要綱に違反したとき。

⑶ 補助金を交付の目的以外に使用したとき。

⑷ ブロック塀等を撤去した後、新たなブロック塀等を当該一団の土地の道

路等に面する場所に設けたとき。

⑸ 一団の土地に面する道路が、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）

第４２条第２項に規定する道路の場合に、当該道路内に工作物を築造した

とき。

⑹ 第７条に定める期日までに完了実績報告書が提出されなかったとき。

⑺ 第９条第１項の請求書が、補助金の交付決定のあった日の属する年度の

３月末日までに提出されなかったとき。

⑻ その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

（書類の保管）

第１１条 申請者は、補助金の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度

終了後５年間保管しなければならない。

（委任）

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成３０年７月９日から施行する。



附 則

この要綱は、令和元年９月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和３年４月９日から施行する。

附 則

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。


